
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)が改正され、第23条5項の定めによ
り、以下の内容についての情報提供が義務付けられました。

① 派遣労働者の数（１日平均）

② 派遣の役務の提供を受けた者の数：派遣先の数（事業年度あたりの事業数）

③ 労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣
に関する料金の額の平均額で除して得た割合

※ マージンには、派遣元が負担する法定福利費・法定外福利費・教育訓練費・事業経費などが含まれています。

④ 教育訓練に関する事項

⑤ 労働者派遣に関する料金額の平均額（8時間あたりの派遣料金の平均額です）

⑥ 派遣労働者の賃金額の平均額（8時間あたりの賃金額です）

⑦ 雇用安定措置を講じた人数

⑧ その他参考と認められる事項

情報は事業所ごとに提供しております。※2023年4月から2024年3月のデータに基づきます。

マージン率＝
（労働者派遣に関する料金額の平均額－派遣労働者の賃金額の平均額）

（労働者派遣に関する料金額の平均額）

労働者派遣法に基づく情報提供

派遣労働者の数（1日平均） ６人

派遣先の数（事業年度あたりの事業所数） ６件

マージン率 ３５．９％

法第３０条の４第１項の労使協定を締結し
ているか否かの別等

労使協定の締結：あり（当該協定の有効期間の終期 2025年3月31日）
当該協定の対象となる派遣労働者の範囲：当事業所にて雇用し別表１に掲
げる業務に従事する派遣労働者

教育関連に関する事項 派遣就業開始前及び就業期間中、office系の初級ＰＣ研修・個人情報保
護・情報セキュリティー・ＣＳＲ関連に関する研修を受講していただきま
す。また、ご希望の方にはビジネスマナー研修が無料で受講できます。

派遣料金（８Ｈ平均） １３，２９６円

賃金（８Ｈ平均） ８，５２０円

雇用安定措置を講じた人数 ５人

その他参考と認められる事項 派遣スタッフで就業いただく方には健康保険・厚生年金・雇用保険にご加
入いただきます（雇用条件によっては加入できない場合があります)。
産前産後休暇・育児休業・介護休業等の制度も用意しております【無給】
（対象条件をご確認ください）。
また派遣就業頂いて２か月経過すれば『福利厚生サービス”ベネフィット
ワン”』で、各種割引サービスをご利用いただけます（雇用条件によって
は利用できない場合があります)。

■事業所の名称 テルウェル西日本株式会社 四国支店
■事業所の所在地 愛媛県松山市山越３丁目１５－１５ ＮＴＴ山越ビル３階
■電話番号 ０１２０－４１１－９６３
■許可番号 派２７－０１０３９４



労働者派遣法に基づく情報提供

■事業所の名称 テルウェル西日本株式会社 四国支店 徳島営業支店
■事業所の所在地 徳島県徳島市西大工町２－５－１ ＮＴＴ徳島支店ビルＢ棟６階
■電話番号 ０１２０－４１１－９６３
■許可番号 派２７－０１０３９４

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)が改正され、第23条5項の定めによ
り、以下の内容についての情報提供が義務付けられました。

① 派遣労働者の数（１日平均）

② 派遣の役務の提供を受けた者の数：派遣先の数（事業年度あたりの事業数）

③ 労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣
に関する料金の額の平均額で除して得た割合

※ マージンには、派遣元が負担する法定福利費・法定外福利費・教育訓練費・事業経費などが含まれています。

④ 教育訓練に関する事項

⑤ 労働者派遣に関する料金額の平均額（8時間あたりの派遣料金の平均額です）

⑥ 派遣労働者の賃金額の平均額（8時間あたりの賃金額です）

⑦ 雇用安定措置を講じた人数

⑧ その他参考と認められる事項

情報は事業所ごとに提供しております。※2023年4月から2024年3月のデータに基づきます。

マージン率＝
（労働者派遣に関する料金額の平均額－派遣労働者の賃金額の平均額）

（労働者派遣に関する料金額の平均額）

派遣労働者の数（1日平均） １５人

派遣先の数（事業年度あたりの事業所数） ２件

マージン率 ２６．２％

法第３０条の４第１項の労使協定を締結し
ているか否かの別等

労使協定の締結：あり（当該協定の有効期間の終期 2025年3月31日）
当該協定の対象となる派遣労働者の範囲：当事業所にて雇用し別表１に掲
げる業務に従事する派遣労働者

教育関連に関する事項 派遣就業開始前及び就業期間中、office系の初級ＰＣ研修・個人情報保
護・情報セキュリティー・ＣＳＲ関連に関する研修を受講していただきま
す。また、ご希望の方にはビジネスマナー研修が無料で受講できます。

派遣料金（８Ｈ平均） １１，９２０円

賃金（８Ｈ平均） ８，８００円

雇用安定措置を講じた人数 ０人

その他参考と認められる事項 派遣スタッフで就業いただく方には健康保険・厚生年金・雇用保険にご加
入いただきます（雇用条件によっては加入できない場合があります)。
産前産後休暇・育児休業・介護休業等の制度も用意しております【無給】
（対象条件をご確認ください）。
また派遣就業頂いて２か月経過すれば『福利厚生サービス”ベネフィット
ワン”』で、各種割引サービスをご利用いただけます（雇用条件によって
は利用できない場合があります)。



労働者派遣法に基づく情報提供

■事業所の名称 テルウェル西日本株式会社 四国支店 香川営業支店
■事業所の所在地 香川県高松市観光通１－８－２ ＮＴＴ香川支店ビルＣ棟１階、４階
■電話番号 ０１２０－４１１－９６３
■許可番号 派２７－０１０３９４

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)が改正され、第23条5項の定めによ
り、以下の内容についての情報提供が義務付けられました。

① 派遣労働者の数（１日平均）

② 派遣の役務の提供を受けた者の数：派遣先の数（事業年度あたりの事業数）

③ 労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣
に関する料金の額の平均額で除して得た割合

※ マージンには、派遣元が負担する法定福利費・法定外福利費・教育訓練費・事業経費などが含まれています。

④ 教育訓練に関する事項

⑤ 労働者派遣に関する料金額の平均額（8時間あたりの派遣料金の平均額です）

⑥ 派遣労働者の賃金額の平均額（8時間あたりの賃金額です）

⑦ 雇用安定措置を講じた人数

⑧ その他参考と認められる事項

情報は事業所ごとに提供しております。※2023年4月から2024年3月のデータに基づきます。

マージン率＝
（労働者派遣に関する料金額の平均額－派遣労働者の賃金額の平均額）

（労働者派遣に関する料金額の平均額）

派遣労働者の数（1日平均） ３６人

派遣先の数（事業年度あたりの事業所数） １件

マージン率 １８．７％

法第３０条の４第１項の労使協定を締結し
ているか否かの別等

労使協定の締結：あり（当該協定の有効期間の終期 2025年3月31日）
当該協定の対象となる派遣労働者の範囲：当事業所にて雇用し別表１に掲
げる業務に従事する派遣労働者

教育関連に関する事項 派遣就業開始前及び就業期間中、office系の初級ＰＣ研修・個人情報保
護・情報セキュリティー・ＣＳＲ関連に関する研修を受講していただきま
す。また、ご希望の方にはビジネスマナー研修が無料で受講できます。

派遣料金（８Ｈ平均） １０,９２０円

賃金（８Ｈ平均） ８,８８０円

雇用安定措置を講じた人数 ０人

その他参考と認められる事項 派遣スタッフで就業いただく方には健康保険・厚生年金・雇用保険にご加
入いただきます（雇用条件によっては加入できない場合があります)。
産前産後休暇・育児休業・介護休業等の制度も用意しております【無給】
（対象条件をご確認ください）。
また派遣就業頂いて２か月経過すれば『福利厚生サービス”ベネフィット
ワン”』で、各種割引サービスをご利用いただけます（雇用条件によって
は利用できない場合があります)。



労働者派遣法に基づく情報提供

■事業所の名称 テルウェル西日本株式会社 四国支店 高知営業支店
■事業所の所在地 高知県高知市はりまや町１丁目１０ー１ ＮＴＴ高知東ビル１階
■電話番号 ０１２０－４１１－９６３
■許可番号 派２７－０１０３９４

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)が改正され、第23条5項の定めによ
り、以下の内容についての情報提供が義務付けられました。

① 派遣労働者の数（１日平均）

② 派遣の役務の提供を受けた者の数：派遣先の数（事業年度あたりの事業数）

③ 労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣
に関する料金の額の平均額で除して得た割合

※ マージンには、派遣元が負担する法定福利費・法定外福利費・教育訓練費・事業経費などが含まれています。

④ 教育訓練に関する事項

⑤ 労働者派遣に関する料金額の平均額（8時間あたりの派遣料金の平均額です）

⑥ 派遣労働者の賃金額の平均額（8時間あたりの賃金額です）

⑦ 雇用安定措置を講じた人数

⑧ その他参考と認められる事項

情報は事業所ごとに提供しております。※2023年4月から2024年3月のデータに基づきます。

マージン率＝
（労働者派遣に関する料金額の平均額－派遣労働者の賃金額の平均額）

（労働者派遣に関する料金額の平均額）

派遣労働者の数（1日平均） ０人

派遣先の数（事業年度あたりの事業所数） ０件

マージン率 実績なし

法第３０条の４第１項の労使協定を締結し
ているか否かの別等

労使協定の締結：あり（当該協定の有効期間の終期 2025年3月31日）
当該協定の対象となる派遣労働者の範囲：当事業所にて雇用し別表１に掲
げる業務に従事する派遣労働者

教育関連に関する事項 派遣就業開始前及び就業期間中、office系の初級ＰＣ研修・個人情報保
護・情報セキュリティー・ＣＳＲ関連に関する研修を受講していただきま
す。また、ご希望の方にはビジネスマナー研修が無料で受講できます。

派遣料金（８Ｈ平均） 実績なし

賃金（８Ｈ平均） 実績なし

雇用安定措置を講じた人数 ０人

その他参考と認められる事項 派遣スタッフで就業いただく方には健康保険・厚生年金・雇用保険にご加
入いただきます（雇用条件によっては加入できない場合があります)。
産前産後休暇・育児休業・介護休業等の制度も用意しております【無給】
（対象条件をご確認ください）。
また派遣就業頂いて２か月経過すれば『福利厚生サービス”ベネフィット
ワン”』で、各種割引サービスをご利用いただけます（雇用条件によって
は利用できない場合があります)。



【別表1】

1 システムコンサルタント

2 システム設計技術者

3 プロジェクトマネージャー

4 システム運用管理者

5 通信ネットワーク技術者

6 その他の情報処理技術者

7 福祉相談・指導専門員

8 その他の社会福祉の事業

9 総務事務員

10 人事事務員

11 企画・調査事務員

12 受付・案内事務員

13 秘書

14 電話応接事務員

15 総合事務員

16 医療・介護事務員

17 その他の一般事務の職業

18 経理事務員

19 その他の会計事務の職業

20 営業・販売事務員

21 その他の営業・販売事務

22 集金人

23 訪問調査員

24 その他の外務事務の職業

25 パソコン操作員

26 データ入力係員

27 コンピュータ操作員

28 その他の事務用機器操作

29 通信・情報システム営業員

30 マンション管理人等

31 寄宿舎・寮管理人

32 ビル管理人

33 駐車場・駐輪場管理人

34 その他の居住施設等の管理

35 倉庫作業員

36 配達員

37 ビル・建物清掃員

38 ハウスクリーニング作業員

39 その他の清掃の職業

40 製品包装作業員

41 その他の包装の職業

42 軽作業員

43 他に分類されない運搬等


